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Ｂ：居住費
第３段階①②

第４段階

第２段階

第１段階

Ｃ：食　費

第１段階

第２段階

第３段階②

第４段階

第３段階①

2,189 2,258 2,326

第３段階①

第３段階②

　①世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が年間80万円を超え、
　　120万円以下の方
　②一定以上の預貯金等の資産をお持ちの方。（単身：550万円以下、夫婦：1550万円以下）

　①世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が年間120万円を超え
　　る方。
　②一定以上の預貯金等の資産をお持ちの方。（単身：500万円以下、夫婦：1500万円以下）

□ 利用者負担額の減額について

第１段階
　①世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受給している方。
　②生活保護を受けている方。

第２段階

第４段階
　①上記以外の方。
　②配偶者が市町村民税をを課税されている方。
　③一定額以上の預貯金等の資産をお持ちの方。

　①世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が年間80万円以下の方。
　②一定以上の預貯金等の資産をお持ちの方。（単身：650万円以下、夫婦：1650万円以下）

4,081 4,217

第４段階（３割負担） 3,745 4,072 4,339 4,546 4,762 4,969 5,173

１日あたりの費用
Ａ＋Ｂ＋Ｃ

第４段階（２割負担） 3,265 3,483 3,661 3,799 3,943

第４段階（１割負担） 2,785 2,894 2,983

第３段階② 2,150 2,259 2,348 2,417 2,489

1,047

第３段階① 1,850 1,959 2,048 2,117

第２段階 1,450 1,559 1,648

第１段階 780 889 978

2,558 2,626

3,052 3,124 3,193 3,261

855

1,119 1,188 1,256

1,717 1,789 1,858 1,926

1,300

1,450

1,000

2,664 2,868

300

600

0

370

370

888     956     

２割負担 960 1,178 1,356 1,494 1,638 1,776 1,912

　⑤ 夜勤職員配置加算Ⅰ ― 13 円

　Ａ：自己負担額
　　　　（１日）

１割負担 480     589     678     747     819     

３割負担 1,440 1,767 2,034 2,241 2,457

　③ 看護体制算加算Ⅲ・Ⅳ ― 35 円

　④ サービス提供体制加算Ⅰ 22 円 22 円

　② 機能訓練体制加算 12 円 12 円

　① サービス基本料金 596 665 737555446 806

ショートステイはまなす園　利用料金表

令和４年10月１日 現在

● 介護度別サービス利用料金

利用者の要介護度と利用料金 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
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所定単位数の

2.7％

加算の算定額に相当する介護職員等の賃金改善と、上記処遇改善加算を算
定し、職場環境等要件について「資質の向上」「労働環境・処遇改善」
「その他」の区分でそれぞれ1つ以上取り組む場合に加算されます。

食事代 1,450円/日

　朝食410円、　昼食520円、　夕食520円

　※下記の時間以降に、利用が中止または終了となった場合は料金を
　ご負担していただきます。

　朝食…前日18：00、　昼食…当日9：30、　夕食…当日14：30

居宅サービス計画において計画的に行うことになっていない緊急の利用を
した場合に、利用を開始した日から7日を限度に加算されます。

介護職員処遇改善加算
（Ⅰ）

所定単位数の

8.3％

介護職員の賃金改善及び資質向上のための計画を策定し、市区町村長に届
出を行うとともに、当該計画に基づき適切な措置を講じ実施した場合に加
算されます。

□ 加算料金（介護給付対象）　　　※負担割合が2割の方は以下の加算が2倍、3割の方は3倍になります。

加算・減算項目の種類 摘　　　　　要

機能訓練指導体制加算 12円/日 常勤専従の機能訓練指導員を配置した場合に加算されます。

所定単位数の

1.6％

介護職員処遇改善加算を取得し、賃上げ効果の継続に資するよう、賃金改
善の合計額の２/３以上が介護職員等のベースアップ等に使用することで
加算されます。

サービス提供体制加算
（Ⅰ）

22円/日
指定短期入所生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占め
る割合が80％以上、又は勤続10年以上の介護福祉士35％以上の場合に加算
されます。

夜勤職員配置加算Ⅰ

生活日用品

喫茶代

電気代

喫茶「いっぷく」をご利用いただいた場合。

個人使用の電気製品（テレビ・電気毛布等）を持込、使用した場合。
　※消費電力の小さいもの。

個人使用の電気製品（在宅酸素）を持込、使用した場合。

ご利用者の日常生活で要する費用で、ご利用者にご負担いただくことが
適当であるもの。

120円/品

30円

60円

実　費

内　　　　　容費 用

療養食加算 8円/回 医師の指示（食事箋）に基づく療養食を提供した場合に加算されます。

□ 上記金額以外で必要に応じて以下の介護サービス加算が算定される場合があります。（介護給付対象）

介護職員等特定処遇改善
加算（Ⅰ）

サービスの種類

若年性認知症利用者受入
加算

120円/日
若年性認知症の利用者の方に対し、個別に担当者を決め必要に応じたサー
ビスを提供する場合に加算されます。

緊急短期入所受入加算 90円/日

13円/日 夜間の職員配置で基準を上回る配置を行っている際に加算されます。

看護体制加算（Ⅲ） 12円/日
常勤の看護師を１名以上配置している場合に加算されます。※前年度又は
算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、要介護3以上の利用者
の占める割合が70％以上であること。

看護体制加算（Ⅳ） 23円/日

看護職員数が一定数を満たし、看護職員又は病院等との24時間の連絡体制
があり、看護職員不在時における対応策が整備されている場合に加算され
ます。　※前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のう
ち、要介護3以上の利用者の占める割合が70％以上であること。

加算・減算項目の種類 摘　　　　　要

送迎加算
片道につき

184円
居宅と指定短期入所生活介護事業所との間の送迎を行う場合に加算されま
す。

短期生活長期利用者提供
減算

-30円/日
居宅に戻ることなく、自費利用を挟み同一事業所を連続30日を超えて利用
している方に対して短期入所生活介護を提供する場合には、連続30日を超
えた日から減算されます。

□ その他の費用（介護給付対象外）

介護職員等ベースアップ等
支援加算


